
法

人

税

法

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

省

令
（

令

和

六

年

財

務

省

令

第

三

十

六

号

）

新

旧

対

照

表

改

正

後

改

正

前

（
欠
損
金
に
係
る
帳
簿
書
類
の
保
存
）

（
欠
損
金
に
係
る
帳
簿
書
類
の
保
存
）

第
二
十
六
条
の
三

省

略

第
二
十
六
条
の
三

同

上

２

省

略

２

同

上

３

第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
年
度
が
青
色
申
告
書
を
提
出
す
る
事
業
年
度
で
な
い
場
合

３

第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
年
度
が
青
色
申
告
書
を
提
出
す
る
事
業
年
度
で
な
い
場
合

に
は
、
そ
の
事
業
年
度
に
係
る
前
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
中
「
第

に
は
、
そ
の
事
業
年
度
に
係
る
前
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
中
「
第

五
十
九
条
第
一
項
各
号
（
帳
簿
書
類
の
整
理
保
存
）
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
」
と
あ
る
の

五
十
九
条
第
一
項
各
号
（
帳
簿
書
類
の
整
理
保
存
）
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
」
と
あ
る
の

は
「
第
六
十
六
条
第
一
項
（
取
引
に
関
す
る
帳
簿
及
び
そ
の
記
載
事
項
等
）
に
規
定
す

は
「
第
六
十
六
条
第
一
項
（
取
引
に
関
す
る
帳
簿
及
び
そ
の
記
載
事
項
等
）
に
規
定
す

る
帳
簿
及
び
第
六
十
七
条
第
一
項
各
号
（
帳
簿
書
類
の
整
理
保
存
等
）
に
掲
げ
る
書
類

る
帳
簿
及
び
第
六
十
七
条
第
一
項
各
号
（
帳
簿
書
類
の
整
理
保
存
等
）
に
掲
げ
る
書
類

」
と
、
「
当
該
帳
簿
書
類
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
帳
簿
及
び
書
類
」
と
、
「
そ
の
写
し

」
と
、
「
当
該
帳
簿
書
類
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
帳
簿
及
び
書
類
」
と
、
「
そ
の
写
し

）
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
ら
の
写
し
）
」
と
、
「
同
条
第
一
項
第
三
号
」
と
あ
る
の
は

）
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
ら
の
写
し
）
」
と
、
「
同
条
第
一
項
第
三
号
」
と
あ
る
の
は

「
第
六
十
七
条
第
一
項
第
一
号
」
と
、
前
項
中
「
帳
簿
書
類
」
と
あ
る
の
は
「
帳
簿
及

「
第
六
十
七
条
第
一
項
第
一
号
」
と
、
前
項
中
「
帳
簿
書
類
」
と
あ
る
の
は
「
帳
簿
及

び
書
類
」
と
、
「
準
用
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

び
書
類
」
と
、
「
準
用
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

条
第
四
項
中
「
別
表
二
十
二
に
定
め
る
記
載
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
別
表
二
十
四
の
区

条
第
四
項
中
「
別
表
二
十
一
に
定
め
る
記
載
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
別
表
二
十
三
の
区

分
の
欄
に
掲
げ
る
事
項
」
と
、
「
当
該
記
載
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
事
項
」
と
読

分
の
欄
に
掲
げ
る
事
項
」
と
、
「
当
該
記
載
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
事
項
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
」
と
す
る
。

み
替
え
る
も
の
と
す
る
」
と
す
る
。

（
期
中
損
金
経
理
額
の
損
金
算
入
等
に
関
す
る
届
出
書
の
記
載
事
項
に
係
る
書
式
）

（
期
中
損
金
経
理
額
の
損
金
算
入
等
に
関
す
る
届
出
書
の
記
載
事
項
に
係
る
書
式
）

第
二
十
七
条
の
十
四

内
国
法
人
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
法
又
は
租
税

第
二
十
七
条
の
十
四

内
国
法
人
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
法
又
は
租
税

特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
書
類
を
提
出
す

特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
書
類
を
提
出
す

る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
別
表
十
㈢
、
別
表
十

る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
別
表
十
㈢
、
別
表
十

一
㈠
か
ら
別
表
十
二
㈠
ま
で
、
別
表
十
二
㈢
か
ら
別
表
十
二
㈦
ま
で
、
別
表
十
二
㈨
、

一
㈠
か
ら
別
表
十
二
㈠
ま
で
、
別
表
十
二
㈢
か
ら
別
表
十
二
㈧
ま
で
、
別
表
十
二
㈩
、

別
表
十
二

、
別
表
十
三
㈠
か
ら
別
表
十
三
㈦
ま
で
、
別
表
十
三
㈨
、
別
表
十
六
㈠
か

別
表
十
二

、
別
表
十
三
㈠
か
ら
別
表
十
三
㈦
ま
で
、
別
表
十
三
㈨
、
別
表
十
六
㈠
か

ら
別
表
十
六
㈥
ま
で
及
び
別
表
十
六
㈧
か
ら
別
表
十
六
㈩
ま
で
に
定
め
る
書
式
に
よ
ら

ら
別
表
十
六
㈥
ま
で
及
び
別
表
十
六
㈧
か
ら
別
表
十
六
㈩
ま
で
に
定
め
る
書
式
に
よ
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
一
条
の
二
第
四
号
（
適
格
分
割

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
一
条
の
二
第
四
号
（
適
格
分
割

等
に
よ
り
移
転
す
る
減
価
償
却
資
産
に
係
る
期
中
損
金
経
理
額
の
損
金
算
入
に
関
す
る

等
に
よ
り
移
転
す
る
減
価
償
却
資
産
に
係
る
期
中
損
金
経
理
額
の
損
金
算
入
に
関
す
る

届
出
書
の
記
載
事
項
）
又
は
第
二
十
一
条
の
三
第
四
号
（
適
格
分
割
等
に
よ
り
引
き
継

届
出
書
の
記
載
事
項
）
又
は
第
二
十
一
条
の
三
第
四
号
（
適
格
分
割
等
に
よ
り
引
き
継

ぐ
繰
延
資
産
に
係
る
期
中
損
金
経
理
額
の
損
金
算
入
に
関
す
る
届
出
書
の
記
載
事
項
）

ぐ
繰
延
資
産
に
係
る
期
中
損
金
経
理
額
の
損
金
算
入
に
関
す
る
届
出
書
の
記
載
事
項
）

に
掲
げ
る
事
項
を
こ
れ
ら
の
書
式
に
よ
り
記
載
す
る
と
き
は
、
第
二
十
一
条
の
二
第
四

に
掲
げ
る
事
項
を
こ
れ
ら
の
書
式
に
よ
り
記
載
す
る
と
き
は
、
第
二
十
一
条
の
二
第
四

号
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
移
転
を
す
る
減
価
償
却
資
産
に
係
る
記
載
す
べ

号
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
移
転
を
す
る
減
価
償
却
資
産
に
係
る
記
載
す
べ

1



き
金
額
を
令
第
十
三
条
各
号
（
減
価
償
却
資
産
の
範
囲
）
に
掲
げ
る
資
産
の
種
類
ご
と

き
金
額
を
令
第
十
三
条
各
号
（
減
価
償
却
資
産
の
範
囲
）
に
掲
げ
る
資
産
の
種
類
ご
と

に
、
か
つ
、
償
却
の
方
法
の
異
な
る
ご
と
に
区
分
し
、
そ
の
区
分
ご
と
に
合
計
し
た
金

に
、
か
つ
、
償
却
の
方
法
の
異
な
る
ご
と
に
区
分
し
、
そ
の
区
分
ご
と
に
合
計
し
た
金

額
を
、
第
二
十
一
条
の
三
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
引
継
ぎ
を
す
る

額
を
、
第
二
十
一
条
の
三
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
引
継
ぎ
を
す
る

繰
延
資
産
に
係
る
記
載
す
べ
き
金
額
を
令
第
十
四
条
第
一
項
各
号
（
繰
延
資
産
の
範
囲

繰
延
資
産
に
係
る
記
載
す
べ
き
金
額
を
令
第
十
四
条
第
一
項
各
号
（
繰
延
資
産
の
範
囲

）
に
掲
げ
る
繰
延
資
産
の
種
類
ご
と
に
区
分
し
、
そ
の
区
分
ご
と
に
合
計
し
た
金
額
を

）
に
掲
げ
る
繰
延
資
産
の
種
類
ご
と
に
区
分
し
、
そ
の
区
分
ご
と
に
合
計
し
た
金
額
を

記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
十
二

省

略

一
～
十
二

同

上

（
仮
決
算
を
し
た
場
合
の
中
間
申
告
書
の
記
載
事
項
）

（
仮
決
算
を
し
た
場
合
の
中
間
申
告
書
の
記
載
事
項
）

第
三
十
二
条

省

略

第
三
十
二
条

同

上

２

法
第
七
十
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
中
間
申
告
書
（
当
該
申
告

２

法
第
七
十
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
中
間
申
告
書
（
当
該
申
告

書
に
係
る
修
正
申
告
書
及
び
更
正
請
求
書
を
含
む
。
）
の
記
載
事
項
及
び
こ
れ
に
添
付

書
に
係
る
修
正
申
告
書
及
び
更
正
請
求
書
を
含
む
。
）
の
記
載
事
項
及
び
こ
れ
に
添
付

す
べ
き
書
類
の
記
載
事
項
の
う
ち
別
表
一
、
別
表
一
付
表
、
別
表
二
、
別
表
三
㈡
か
ら

す
べ
き
書
類
の
記
載
事
項
の
う
ち
別
表
一
、
別
表
一
付
表
、
別
表
二
、
別
表
三
㈡
か
ら

別
表
六
三
十
一
ま
で
、
別
表
七
㈠
か
ら
別
表
七
㈣
付
表
ま
で
、
別
表
七
の
二
か
ら
別
表

別
表
六
三
十
二
ま
で
、
別
表
七
㈠
か
ら
別
表
七
㈣
付
表
ま
で
、
別
表
七
の
二
か
ら
別
表

十
㈨
付
表
ま
で
、
別
表
十

か
ら
別
表
十
七
二
の
三
付
表
ま
で
、
別
表
十
七
三
の
二
か

十
㈨
付
表
ま
で
、
別
表
十

か
ら
別
表
十
七
二
の
三
付
表
ま
で
、
別
表
十
七
三
の
二
か

ら
別
表
十
七
三
の
八
ま
で
及
び
別
表
十
八
㈠
か
ら
別
表
十
八
㈢
ま
で
（
更
正
請
求
書
に

ら
別
表
十
七
三
の
八
ま
で
及
び
別
表
十
八
㈠
か
ら
別
表
十
八
㈢
ま
で
（
更
正
請
求
書
に

あ
つ
て
は
、
別
表
一
を
除
く
。
）
に
定
め
る
も
の
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
表

あ
つ
て
は
、
別
表
一
を
除
く
。
）
に
定
め
る
も
の
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
表

の
書
式
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
内
国
法
人
が
令
第
六
十
三
条
第
二
項

の
書
式
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
内
国
法
人
が
令
第
六
十
三
条
第
二
項

（
減
価
償
却
に
関
す
る
明
細
書
の
添
付
）
又
は
第
六
十
七
条
第
二
項
（
繰
延
資
産
の
償

（
減
価
償
却
に
関
す
る
明
細
書
の
添
付
）
又
は
第
六
十
七
条
第
二
項
（
繰
延
資
産
の
償

却
に
関
す
る
明
細
書
の
添
付
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定

却
に
関
す
る
明
細
書
の
添
付
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定

に
規
定
す
る
明
細
書
に
つ
い
て
は
、
別
表
十
六
㈠
か
ら
別
表
十
六
㈥
ま
で
に
定
め
る
書

に
規
定
す
る
明
細
書
に
つ
い
て
は
、
別
表
十
六
㈠
か
ら
別
表
十
六
㈥
ま
で
に
定
め
る
書

式
に
代
え
、
当
該
書
式
と
異
な
る
書
式
（
こ
れ
ら
の
表
の
書
式
に
定
め
る
項
目
を
記
載

式
に
代
え
、
当
該
書
式
と
異
な
る
書
式
（
こ
れ
ら
の
表
の
書
式
に
定
め
る
項
目
を
記
載

し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
確
定
申
告
書
の
記
載
事
項
）

（
確
定
申
告
書
の
記
載
事
項
）

第
三
十
四
条

省

略

第
三
十
四
条

同

上

２

確
定
申
告
書
（
当
該
申
告
書
に
係
る
修
正
申
告
書
及
び
更
正
請
求
書
を
含
む
。
）
の

２

確
定
申
告
書
（
当
該
申
告
書
に
係
る
修
正
申
告
書
及
び
更
正
請
求
書
を
含
む
。
）
の

記
載
事
項
及
び
こ
れ
に
添
付
す
べ
き
書
類
の
記
載
事
項
の
う
ち
別
表
一
、
別
表
一
付
表

記
載
事
項
及
び
こ
れ
に
添
付
す
べ
き
書
類
の
記
載
事
項
の
う
ち
別
表
一
、
別
表
一
付
表

、
別
表
二
か
ら
別
表
六
三
十
一
ま
で
、
別
表
七
㈠
か
ら
別
表
十
七
㈣
ま
で
及
び
別
表
十

、
別
表
二
か
ら
別
表
六
三
十
二
ま
で
、
別
表
七
㈠
か
ら
別
表
十
七
㈣
ま
で
及
び
別
表
十

八
㈠
か
ら
別
表
十
八
㈢
ま
で
（
更
正
請
求
書
に
あ
つ
て
は
、
別
表
一
を
除
く
。
）
に
定

八
㈠
か
ら
別
表
十
八
㈢
ま
で
（
更
正
請
求
書
に
あ
つ
て
は
、
別
表
一
を
除
く
。
）
に
定

め
る
も
の
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
表
の
書
式
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

め
る
も
の
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
表
の
書
式
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
内
国
法
人
が
令
第
六
十
三
条
第
二
項
（
減
価
償
却
に
関
す
る
明
細
書
の
添
付

た
だ
し
、
内
国
法
人
が
令
第
六
十
三
条
第
二
項
（
減
価
償
却
に
関
す
る
明
細
書
の
添
付

）
又
は
第
六
十
七
条
第
二
項
（
繰
延
資
産
の
償
却
に
関
す
る
明
細
書
の
添
付
）
の
規
定

）
又
は
第
六
十
七
条
第
二
項
（
繰
延
資
産
の
償
却
に
関
す
る
明
細
書
の
添
付
）
の
規
定
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の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
明
細
書
に
つ
い
て
は
、
別

の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
明
細
書
に
つ
い
て
は
、
別

表
十
六
㈠
か
ら
別
表
十
六
㈥
ま
で
に
定
め
る
書
式
に
代
え
、
当
該
書
式
と
異
な
る
書
式

表
十
六
㈠
か
ら
別
表
十
六
㈥
ま
で
に
定
め
る
書
式
に
代
え
、
当
該
書
式
と
異
な
る
書
式

（
こ
れ
ら
の
表
の
書
式
に
定
め
る
項
目
を
記
載
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
こ

（
こ
れ
ら
の
表
の
書
式
に
定
め
る
項
目
を
記
載
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
特
定
財
務
会
計
基
準
の
範
囲
）

（
特
定
財
務
会
計
基
準
の
範
囲
）

第
三
十
八
条
の
四

法
第
八
十
二
条
第
一
号
イ
（
定
義
）
に
規
定
す
る
国
際
的
に
共
通
し

第
三
十
八
条
の
四

法
第
八
十
二
条
第
一
号
イ
（
定
義
）
に
規
定
す
る
国
際
的
に
共
通
し

た
会
計
処
理
の
基
準
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
国
際
会
計
基
準
（
連
結
財

た
会
計
処
理
の
基
準
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
国
際
会
計
基
準
（
連
結
財

務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
大
蔵
省
令
第

務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
大
蔵
省
令
第

二
十
八
号
）
第
三
百
十
二
条
（
指
定
国
際
会
計
基
準
に
係
る
特
例
）
に
規
定
す
る
国
際

二
十
八
号
）
第
九
十
三
条
（
指
定
国
際
会
計
基
準
に
係
る
特
例
）
に
規
定
す
る
国
際
会

会
計
基
準
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
。

計
基
準
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
。

２

省

略

２

同

上

（
国
際
最
低
課
税
額
確
定
申
告
書
の
記
載
事
項
）

（
国
際
最
低
課
税
額
確
定
申
告
書
の
記
載
事
項
）

第
三
十
八
条
の
四
十
六

省

略

第
三
十
八
条
の
四
十
六

同

上

２

法
第
二
条
第
三
十
一
号
の
二
（
定
義
）
に
規
定
す
る
国
際
最
低
課
税
額
確
定
申
告
書

（
当
該
申
告
書
に
係
る
修
正
申
告
書
及
び
更
正
請
求
書
を
含
む
。
）
の
記
載
事
項
及
び

こ
れ
に
添
付
す
べ
き
書
類
の
記
載
事
項
の
う
ち
別
表
二
十
か
ら
別
表
二
十
付
表
四
ま
で

（
更
正
請
求
書
に
あ
つ
て
は
、
別
表
二
十
を
除
く
。
）
に
定
め
る
も
の
の
記
載
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ら
の
表
の
書
式
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
退
職
年
金
等
積
立
金
中
間
申
告
書
の
記
載
事
項
）

（
退
職
年
金
等
積
立
金
中
間
申
告
書
の
記
載
事
項
）

第
四
十
条

省

略

第
四
十
条

同

上

２

退
職
年
金
等
積
立
金
中
間
申
告
書
（
当
該
申
告
書
に
係
る
修
正
申
告
書
を
含
む
。
）

２

退
職
年
金
等
積
立
金
中
間
申
告
書
（
当
該
申
告
書
に
係
る
修
正
申
告
書
を
含
む
。
）

の
記
載
事
項
の
う
ち
別
表
二
十
一
に
定
め
る
も
の
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
書
式

の
記
載
事
項
の
う
ち
別
表
二
十
に
定
め
る
も
の
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
書
式
に

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
退
職
年
金
等
積
立
金
確
定
申
告
書
の
記
載
事
項
）

（
退
職
年
金
等
積
立
金
確
定
申
告
書
の
記
載
事
項
）

第
四
十
一
条

省

略

第
四
十
一
条

同

上

２

退
職
年
金
等
積
立
金
確
定
申
告
書
（
当
該
申
告
書
に
係
る
修
正
申
告
書
を
含
む
。
）

２

退
職
年
金
等
積
立
金
確
定
申
告
書
（
当
該
申
告
書
に
係
る
修
正
申
告
書
を
含
む
。
）

の
記
載
事
項
の
う
ち
別
表
二
十
一
に
定
め
る
も
の
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
書
式

の
記
載
事
項
の
う
ち
別
表
二
十
に
定
め
る
も
の
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
書
式
に

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
取
引
に
関
す
る
帳
簿
及
び
記
載
事
項
）

（
取
引
に
関
す
る
帳
簿
及
び
記
載
事
項
）

第
五
十
四
条

青
色
申
告
法
人
は
、
全
て
の
取
引
を
借
方
及
び
貸
方
に
仕
訳
す
る
帳
簿
（

第
五
十
四
条

青
色
申
告
法
人
は
、
全
て
の
取
引
を
借
方
及
び
貸
方
に
仕
訳
す
る
帳
簿
（

次
条
に
お
い
て
「
仕
訳
帳
」
と
い
う
。
）
、
全
て
の
取
引
を
勘
定
科
目
の
種
類
別
に
分

次
条
に
お
い
て
「
仕
訳
帳
」
と
い
う
。
）
、
全
て
の
取
引
を
勘
定
科
目
の
種
類
別
に
分

類
し
て
整
理
計
算
す
る
帳
簿
（
次
条
に
お
い
て
「
総
勘
定
元
帳
」
と
い
う
。
）
そ
の
他

類
し
て
整
理
計
算
す
る
帳
簿
（
次
条
に
お
い
て
「
総
勘
定
元
帳
」
と
い
う
。
）
そ
の
他

必
要
な
帳
簿
を
備
え
、
別
表
二
十
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
取
引
に
関
す
る
事
項

必
要
な
帳
簿
を
備
え
、
別
表
二
十
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
取
引
に
関
す
る
事
項

を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
）

（
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
）

第
五
十
七
条

青
色
申
告
法
人
は
、
各
事
業
年
度
終
了
の
日
現
在
に
お
い
て
、
そ
の
業
種

第
五
十
七
条

青
色
申
告
法
人
は
、
各
事
業
年
度
終
了
の
日
現
在
に
お
い
て
、
そ
の
業
種

、
業
態
及
び
規
模
等
の
実
情
に
よ
り
、
お
お
む
ね
別
表
二
十
三
に
掲
げ
る
科
目
に
従
い

、
業
態
及
び
規
模
等
の
実
情
に
よ
り
、
お
お
む
ね
別
表
二
十
二
に
掲
げ
る
科
目
に
従
い

貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
帳
簿
書
類
の
整
理
保
存
）

（
帳
簿
書
類
の
整
理
保
存
）

第
五
十
九
条

省

略

第
五
十
九
条

同

上

２
・
３

省

略

２
・
３

同

上

４

前
項
の
表
の
第
一
号
の
上
欄
に
規
定
す
る
帳
簿
代
用
書
類
と
は
、
第
一
項
第
三
号
に

４

前
項
の
表
の
第
一
号
の
上
欄
に
規
定
す
る
帳
簿
代
用
書
類
と
は
、
第
一
項
第
三
号
に

掲
げ
る
書
類
の
う
ち
、
別
表
二
十
二
に
定
め
る
記
載
事
項
の
全
部
又
は
一
部
の
帳
簿
へ

掲
げ
る
書
類
の
う
ち
、
別
表
二
十
一
に
定
め
る
記
載
事
項
の
全
部
又
は
一
部
の
帳
簿
へ

の
記
載
に
代
え
て
当
該
記
載
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
書
類
を
整
理
し
、
そ
の
整
理
さ

の
記
載
に
代
え
て
当
該
記
載
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
書
類
を
整
理
し
、
そ
の
整
理
さ

れ
た
も
の
を
保
存
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
書
類
を
い
う
。

れ
た
も
の
を
保
存
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
書
類
を
い
う
。

５
・
６

省

略

５
・
６

同

上

（
仮
決
算
を
し
た
場
合
の
中
間
申
告
書
の
記
載
事
項
）

（
仮
決
算
を
し
た
場
合
の
中
間
申
告
書
の
記
載
事
項
）

第
六
十
一
条
の
二

省

略

第
六
十
一
条
の
二

同

上

２

省

略

２

同

上

３

法
第
百
四
十
四
条
の
四
第
一
項
各
号
又
は
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る

３

法
第
百
四
十
四
条
の
四
第
一
項
各
号
又
は
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る

中
間
申
告
書
（
当
該
申
告
書
に
係
る
修
正
申
告
書
及
び
更
正
請
求
書
を
含
む
。
）
の
記

中
間
申
告
書
（
当
該
申
告
書
に
係
る
修
正
申
告
書
及
び
更
正
請
求
書
を
含
む
。
）
の
記

載
事
項
及
び
こ
れ
に
添
付
す
べ
き
書
類
の
記
載
事
項
の
う
ち
別
表
一
の
二
、
別
表
二
、

載
事
項
及
び
こ
れ
に
添
付
す
べ
き
書
類
の
記
載
事
項
の
う
ち
別
表
一
の
二
、
別
表
二
、

別
表
三
㈡
か
ら
別
表
四
ま
で
、
別
表
五
㈠
か
ら
別
表
六
㈠
ま
で
、
別
表
六
二
の
二
か
ら

別
表
三
㈡
か
ら
別
表
四
ま
で
、
別
表
五
㈠
か
ら
別
表
六
㈠
ま
で
、
別
表
六
二
の
二
か
ら

別
表
六
㈣
ま
で
、
別
表
六
㈤
か
ら
別
表
六
㈦
ま
で
、
別
表
六
㈨
、
別
表
六
㈩
、
別
表
六

別
表
六
㈣
ま
で
、
別
表
六
㈤
か
ら
別
表
六
㈦
ま
で
、
別
表
六
㈨
、
別
表
六
㈩
、
別
表
六

か
ら
別
表
六

付
表
一
ま
で
、
別
表
六

か
ら
別
表
六
二
十
一
ま
で
、
別
表
六
二
十

、
別
表
六

、
別
表
六

、
別
表
六

付
表
一
、
別
表
六

か
ら
別
表
六
二
十
三
ま

二
か
ら
別
表
七
㈠
付
表
五
ま
で
、
別
表
七
㈢
、
別
表
七
㈣
、
別
表
八
㈠
、
別
表
八
㈢
か

で
、
別
表
六
二
十
四
か
ら
別
表
七
㈠
付
表
五
ま
で
、
別
表
七
㈢
、
別
表
七
㈣
、
別
表
八

ら
別
表
九
㈡
ま
で
、
別
表
十
㈢
、
別
表
十
㈣
か
ら
別
表
十
㈤
付
表
ま
で
、
別
表
十
㈦
、

㈠
、
別
表
八
㈢
か
ら
別
表
九
㈡
ま
で
、
別
表
十
㈢
、
別
表
十
㈣
か
ら
別
表
十
㈤
付
表
ま

別
表
十

か
ら
別
表
十
一
㈡
ま
で
、
別
表
十
二
㈡
か
ら
別
表
十
三
㈦
ま
で
、
別
表
十
三

で
、
別
表
十
㈦
、
別
表
十

か
ら
別
表
十
一
㈡
ま
で
、
別
表
十
二
㈡
か
ら
別
表
十
三
㈦
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㈨
か
ら
別
表
十
四
㈡
ま
で
、
別
表
十
四
㈢
、
別
表
十
四
㈣
、
別
表
十
四
㈦
か
ら
別
表
十

ま
で
、
別
表
十
三
㈨
か
ら
別
表
十
四
㈡
ま
で
、
別
表
十
四
㈢
、
別
表
十
四
㈣
、
別
表
十

四
㈧
ま
で
、
別
表
十
五
、
別
表
十
六
㈠
か
ら
別
表
十
六

ま
で
、
別
表
十
七
㈡
か
ら
別

四
㈦
か
ら
別
表
十
四
㈧
ま
で
、
別
表
十
五
、
別
表
十
六
㈠
か
ら
別
表
十
六

ま
で
、
別

表
十
七
二
の
二
付
表
二
ま
で
、
別
表
十
七
二
の
三
、
別
表
十
七
二
の
三
付
表
及
び
別
表

表
十
七
㈡
か
ら
別
表
十
七
二
の
二
付
表
二
ま
で
、
別
表
十
七
二
の
三
、
別
表
十
七
二
の

十
七
の
二
㈠
か
ら
別
表
十
七
の
二
㈡
付
表
ま
で
（
更
正
請
求
書
に
あ
つ
て
は
、
別
表
一

三
付
表
及
び
別
表
十
七
の
二
㈠
か
ら
別
表
十
七
の
二
㈡
付
表
ま
で
（
更
正
請
求
書
に
あ

の
二
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
「
外
国
法
人
関
連
別
表
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
も
の

つ
て
は
、
別
表
一
の
二
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
「
外
国
法
人
関
連
別
表
」
と
い
う
。

の
記
載
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
表
の
書
式
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

）
に
定
め
る
も
の
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
表
の
書
式
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら

外
国
法
人
が
法
第
百
四
十
二
条
第
二
項
（
恒
久
的
施
設
帰
属
所
得
に
係
る
所
得
の
金
額

な
い
。
た
だ
し
、
外
国
法
人
が
法
第
百
四
十
二
条
第
二
項
（
恒
久
的
施
設
帰
属
所
得
に

の
計
算
）
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
十
一
条
（
減
価
償
却
資
産
の
償
却
費
の
計
算
及
び
そ

係
る
所
得
の
金
額
の
計
算
）
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
十
一
条
（
減
価
償
却
資
産
の
償
却

の
償
却
の
方
法
）
の
規
定
に
準
じ
て
計
算
す
る
場
合
に
お
け
る
令
第
六
十
三
条
第
二
項

費
の
計
算
及
び
そ
の
償
却
の
方
法
）
の
規
定
に
準
じ
て
計
算
す
る
場
合
に
お
け
る
令
第

（
減
価
償
却
に
関
す
る
明
細
書
の
添
付
）
の
規
定
又
は
法
第
百
四
十
二
条
第
二
項
の
規

六
十
三
条
第
二
項
（
減
価
償
却
に
関
す
る
明
細
書
の
添
付
）
の
規
定
又
は
法
第
百
四
十

定
に
よ
り
法
第
三
十
二
条
（
繰
延
資
産
の
償
却
費
の
計
算
及
び
そ
の
償
却
の
方
法
）
の

二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
十
二
条
（
繰
延
資
産
の
償
却
費
の
計
算
及
び
そ
の

規
定
に
準
じ
て
計
算
す
る
場
合
に
お
け
る
令
第
六
十
七
条
第
二
項
（
繰
延
資
産
の
償
却

償
却
の
方
法
）
の
規
定
に
準
じ
て
計
算
す
る
場
合
に
お
け
る
令
第
六
十
七
条
第
二
項
（

に
関
す
る
明
細
書
の
添
付
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規

繰
延
資
産
の
償
却
に
関
す
る
明
細
書
の
添
付
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
と
き
は
、
こ

定
す
る
明
細
書
に
つ
い
て
は
、
別
表
十
六
㈠
か
ら
別
表
十
六
㈥
ま
で
に
定
め
る
書
式
に

れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
明
細
書
に
つ
い
て
は
、
別
表
十
六
㈠
か
ら
別
表
十
六
㈥
ま
で

代
え
、
当
該
書
式
と
異
な
る
書
式
（
こ
れ
ら
の
表
の
書
式
に
定
め
る
項
目
を
記
載
し
て

に
定
め
る
書
式
に
代
え
、
当
該
書
式
と
異
な
る
書
式
（
こ
れ
ら
の
表
の
書
式
に
定
め
る

い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

項
目
を
記
載
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

４

省

略

４

同

上

（
確
定
申
告
書
の
記
載
事
項
）

（
確
定
申
告
書
の
記
載
事
項
）

第
六
十
一
条
の
四

省

略

第
六
十
一
条
の
四

同

上

２

省

略

２

同

上

３

確
定
申
告
書
（
当
該
申
告
書
に
係
る
修
正
申
告
書
及
び
更
正
請
求
書
を
含
む
。
）
の

３

確
定
申
告
書
（
当
該
申
告
書
に
係
る
修
正
申
告
書
及
び
更
正
請
求
書
を
含
む
。
）
の

記
載
事
項
及
び
こ
れ
に
添
付
す
べ
き
書
類
の
記
載
事
項
の
う
ち
別
表
一
の
二
、
別
表
二

記
載
事
項
及
び
こ
れ
に
添
付
す
べ
き
書
類
の
記
載
事
項
の
う
ち
別
表
一
の
二
、
別
表
二

、
別
表
三
㈡
か
ら
別
表
四
ま
で
、
別
表
五
㈠
か
ら
別
表
六
㈠
ま
で
、
別
表
六
二
の
二
か

、
別
表
三
㈡
か
ら
別
表
四
ま
で
、
別
表
五
㈠
か
ら
別
表
六
㈠
ま
で
、
別
表
六
二
の
二
か

ら
別
表
六
㈣
ま
で
、
別
表
六
㈤
か
ら
別
表
六
㈦
ま
で
、
別
表
六
㈨
、
別
表
六
㈩
、
別
表

ら
別
表
六
㈣
ま
で
、
別
表
六
㈤
か
ら
別
表
六
㈦
ま
で
、
別
表
六
㈨
、
別
表
六
㈩
、
別
表

六

か
ら
別
表
六

付
表
一
ま
で
、
別
表
六

か
ら
別
表
六
二
十
一
ま
で
、
別
表
六
二

六

、
別
表
六

、
別
表
六

、
別
表
六

付
表
一
、
別
表
六

か
ら
別
表
六
二
十
三

十
二
か
ら
別
表
七
㈠
付
表
五
ま
で
、
別
表
七
㈢
、
別
表
七
㈣
、
別
表
八
㈠
、
別
表
八
㈢

ま
で
、
別
表
六
二
十
四
か
ら
別
表
七
㈠
付
表
五
ま
で
、
別
表
七
㈢
、
別
表
七
㈣
、
別
表

か
ら
別
表
九
㈡
ま
で
、
別
表
十
㈢
、
別
表
十
㈣
か
ら
別
表
十
㈤
付
表
ま
で
、
別
表
十
㈦

八
㈠
、
別
表
八
㈢
か
ら
別
表
九
㈡
ま
で
、
別
表
十
㈢
、
別
表
十
㈣
か
ら
別
表
十
㈤
付
表

、
別
表
十

か
ら
別
表
十
一
㈡
ま
で
、
別
表
十
二
㈡
か
ら
別
表
十
三
㈦
ま
で
、
別
表
十

ま
で
、
別
表
十
㈦
、
別
表
十

か
ら
別
表
十
一
㈡
ま
で
、
別
表
十
二
㈡
か
ら
別
表
十
三

三
㈨
か
ら
別
表
十
四
㈡
ま
で
、
別
表
十
四
㈢
、
別
表
十
四
㈣
、
別
表
十
四
㈦
か
ら
別
表

㈦
ま
で
、
別
表
十
三
㈨
か
ら
別
表
十
四
㈡
ま
で
、
別
表
十
四
㈢
、
別
表
十
四
㈣
、
別
表

十
四
㈧
ま
で
、
別
表
十
五
、
別
表
十
六
㈠
か
ら
別
表
十
六

ま
で
、
別
表
十
七
㈡
か
ら

十
四
㈦
か
ら
別
表
十
四
㈧
ま
で
、
別
表
十
五
、
別
表
十
六
㈠
か
ら
別
表
十
六

ま
で
、

別
表
十
七
二
の
二
付
表
二
ま
で
、
別
表
十
七
二
の
三
、
別
表
十
七
二
の
三
付
表
及
び
別

別
表
十
七
㈡
か
ら
別
表
十
七
二
の
二
付
表
二
ま
で
、
別
表
十
七
二
の
三
、
別
表
十
七
二

表
十
七
㈣
か
ら
別
表
十
七
の
二
㈢
ま
で
（
更
正
請
求
書
に
あ
つ
て
は
、
別
表
一
の
二
を

の
三
付
表
及
び
別
表
十
七
㈣
か
ら
別
表
十
七
の
二
㈢
ま
で
（
更
正
請
求
書
に
あ
つ
て
は
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除
く
。
次
項
に
お
い
て
「
外
国
法
人
関
連
別
表
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
も
の
の
記
載

、
別
表
一
の
二
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
「
外
国
法
人
関
連
別
表
」
と
い
う
。
）
に
定

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
表
の
書
式
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
外
国
法

め
る
も
の
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
表
の
書
式
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

人
が
法
第
百
四
十
二
条
第
二
項
（
恒
久
的
施
設
帰
属
所
得
に
係
る
所
得
の
金
額
の
計
算

た
だ
し
、
外
国
法
人
が
法
第
百
四
十
二
条
第
二
項
（
恒
久
的
施
設
帰
属
所
得
に
係
る
所

）
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
十
一
条
（
減
価
償
却
資
産
の
償
却
費
の
計
算
及
び
そ
の
償
却

得
の
金
額
の
計
算
）
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
十
一
条
（
減
価
償
却
資
産
の
償
却
費
の
計

の
方
法
）
の
規
定
に
準
じ
て
計
算
す
る
場
合
に
お
け
る
令
第
六
十
三
条
第
二
項
（
減
価

算
及
び
そ
の
償
却
の
方
法
）
の
規
定
に
準
じ
て
計
算
す
る
場
合
に
お
け
る
令
第
六
十
三

償
却
に
関
す
る
明
細
書
の
添
付
）
の
規
定
又
は
法
第
百
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

条
第
二
項
（
減
価
償
却
に
関
す
る
明
細
書
の
添
付
）
の
規
定
又
は
法
第
百
四
十
二
条
第

り
法
第
三
十
二
条
（
繰
延
資
産
の
償
却
費
の
計
算
及
び
そ
の
償
却
の
方
法
）
の
規
定
に

二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
十
二
条
（
繰
延
資
産
の
償
却
費
の
計
算
及
び
そ
の
償
却
の

準
じ
て
計
算
す
る
場
合
に
お
け
る
令
第
六
十
七
条
第
二
項
（
繰
延
資
産
の
償
却
に
関
す

方
法
）
の
規
定
に
準
じ
て
計
算
す
る
場
合
に
お
け
る
令
第
六
十
七
条
第
二
項
（
繰
延
資

る
明
細
書
の
添
付
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る

産
の
償
却
に
関
す
る
明
細
書
の
添
付
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の

明
細
書
に
つ
い
て
は
、
別
表
十
六
㈠
か
ら
別
表
十
六
㈥
ま
で
に
定
め
る
書
式
に
代
え
、

規
定
に
規
定
す
る
明
細
書
に
つ
い
て
は
、
別
表
十
六
㈠
か
ら
別
表
十
六
㈥
ま
で
に
定
め

当
該
書
式
と
異
な
る
書
式
（
こ
れ
ら
の
表
の
書
式
に
定
め
る
項
目
を
記
載
し
て
い
る
も

る
書
式
に
代
え
、
当
該
書
式
と
異
な
る
書
式
（
こ
れ
ら
の
表
の
書
式
に
定
め
る
項
目
を

の
に
限
る
。
）
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

記
載
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

４

省

略

４

同

上

（
取
引
に
関
す
る
帳
簿
及
び
そ
の
記
載
事
項
等
）

（
取
引
に
関
す
る
帳
簿
及
び
そ
の
記
載
事
項
等
）

第
六
十
六
条

省

略

第
六
十
六
条

同

上

２

法
第
百
五
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
簡
易
な
方
法
は
、
別

２

法
第
百
五
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
簡
易
な
方
法
は
、
別

表
二
十
四
の
区
分
の
欄
に
掲
げ
る
事
項
の
区
分
に
応
じ
同
表
の
記
録
方
法
の
欄
に
定
め

表
二
十
三
の
区
分
の
欄
に
掲
げ
る
事
項
の
区
分
に
応
じ
同
表
の
記
録
方
法
の
欄
に
定
め

る
方
法
と
す
る
。

る
方
法
と
す
る
。

（
帳
簿
書
類
の
整
理
保
存
等
）

（
帳
簿
書
類
の
整
理
保
存
等
）

第
六
十
七
条

省

略

第
六
十
七
条

同

上

２

省

略

２

同

上

３

第
五
十
九
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
帳
簿
及
び
書

３

第
五
十
九
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
帳
簿
及
び
書

類
の
保
存
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
中
「
別
表
二
十

類
の
保
存
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
中
「
別
表
二
十

二
に
定
め
る
記
載
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
別
表
二
十
四
の
区
分
の
欄
に
掲
げ
る
事
項
」

一
に
定
め
る
記
載
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
別
表
二
十
三
の
区
分
の
欄
に
掲
げ
る
事
項
」

と
、
「
当
該
記
載
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
事
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
、
「
当
該
記
載
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
事
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

省

略

４

同

上

（
申
告
書
の
書
式
の
特
例
）

（
申
告
書
の
書
式
の
特
例
）

第
七
十
条

国
税
庁
長
官
は
、
別
表
一
か
ら
別
表
二
十
一
ま
で
の
各
表
の
書
式
に
つ
い
て

第
七
十
条

国
税
庁
長
官
は
、
別
表
一
か
ら
別
表
二
十
ま
で
の
各
表
の
書
式
に
つ
い
て
必

必
要
が
あ
る
と
き
は
、
所
要
の
事
項
を
付
記
す
る
こ
と
又
は
一
部
の
事
項
を
削
る
こ
と

要
が
あ
る
と
き
は
、
所
要
の
事
項
を
付
記
す
る
こ
と
又
は
一
部
の
事
項
を
削
る
こ
と
が

が
で
き
る
。

で
き
る
。
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別
表
一
～
別
表
二
十
四

省

略

附

則

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は

、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

別
表
十
㈦
の
記
載
要
領
第
三
号
の
改
正
規
定

令
和
六
年
十
月
一
日

二

別
表
六
㈥
の
記
載
要
領
第
一
号
⑴
の
改
正
規
定
（
「第

６
項

ま
で

」
を
「第

８
項

ま
で

第
1
0
項

若
し

く
は

第
1
1
項

」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
別
表
六
㈦
の
記

、

載
要
領
第
一
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
（
⑶
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、

同
第
三
号
の
改
正
規
定
（
「租

税
特

別
措

置
法

」
の
次
に
「第

4
2
条

の
1
2
の

７
第

1
8

項
又

は

」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
第
四
号
の
改
正
規
定
（
「租

税
特

別
措

置
法

施
行

令

」
の
次
に
「第

2
7
条

の
1
2
の

７
第

1
2
項

第
１

号

（事
業

適
応

設
備

を
取

得
し

た
場

合
等

の
特

別
償

却
又

は
法

人
税

額
の

特
別

控
除

）又
は

」
を
加
え
る
部
分

に
限
る
。
）
、
別
表
六
二
十
七
を
別
表
六
二
十
五
と
し
、
同
表
の
次
に
二
表
を
加
え

る
改
正
規
定
（
別
表
六
二
十
七
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
別
表
十
二
㈡
の
改
正

規
定
並
び
に
附
則
第
四
項
の
規
定

新
た
な
事
業
の
創
出
及
び
産
業
へ
の
投
資
を
促

進
す
る
た
め
の
産
業
競
争
力
強
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律

第

号
）
の
施
行
の
日

２

改
正
後
の
法
人
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
八
条
の
四

十
六
第
二
項
の
規
定
は
、
内
国
法
人
の
令
和
六
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
対
象
会

計
年
度
の
国
際
最
低
課
税
額
（
法
人
税
法
第
八
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
国
際

最
低
課
税
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
す
る
法
人
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

３

別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
規
則
別
表
の
書
式
は
、
法
人
（
人
格
の
な
い

社
団
等
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
令
和
六
年
四
月
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度

の
所
得
に
対
す
る
法
人
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
法
人
の
同
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度

の
所
得
に
対
す
る
法
人
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

新
規
則
別
表
六
二
十
七
及
び
別
表
十
二
㈡
の
書
式
は
、
法
人
の
附
則
第
一
項
第
二
号

に
定
め
る
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
の
所
得
に
対
す
る
法
人
税
に
つ
い
て
適
用
し

、
法
人
の
同
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
の
所
得
に
対
す
る
法
人
税
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５

新
規
則
別
表
二
十
か
ら
別
表
二
十
付
表
四
ま
で
の
書
式
は
、
内
国
法
人
の
令
和
六
年
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四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
対
象
会
計
年
度
の
国
際
最
低
課
税
額
に
対
す
る
法
人
税
に

つ
い
て
適
用
す
る
。

６

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
附
則
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
日
の
前
日
ま
で
の
間
に

お
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
式
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

一

新
規
則
別
表
六
㈥
付
表
の
書
式

同
表
の
記
載
要
領
第
一
号
⑴
中
「

第
4
2
条

の
、

1
2
の

５
第

４
項

（給
与

等
の

支
給

額
が

増
加

し
た

場
合

の
法

人
税

額
の

特
別

控
除

）

又
は

第
4
2
条

の
1
2
の

７
第

８
項

若
し

く
は

第
1
1
項

（事
業

適
応

設
備

を
取

得
し

た
場

合
等

の
法

人
税

額
の

特
別

控
除

）
」
と
あ
る
の
は
、
「又

は
第

4
2
条

の
1
2
の

５
第

４

項

（給
与

等
の

支
給

額
が

増
加

し
た

場
合

の
法

人
税

額
の

特
別

控
除

）
」
と
す
る
。

二

改
正
前
の
法
人
税
法
施
行
規
則
別
表
十
二
㈡
の
書
式

同
表
の
記
載
要
領
中
「同

条

」
と
あ
る
の
は
、
「同

条
又

は
所

得
税

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（令
和

６

年
法

律
第

８
号

）第
1
3
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

前
の

租
税

特
別

措
置

法
第

5
6
条

（中

小
企

業
事

業
再

編
投

資
損

失
準

備
金

）
」
と
す
る
。

７

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
居
住
者
の
外
国
関
係
会
社
に
係
る
所
得
の
課
税
の
特
例
）

（
居
住
者
の
外
国
関
係
会
社
に
係
る
所
得
の
課
税
の
特
例
）

第
十
八
条
の
二
十

省

略

第
十
八
条
の
二
十

同

上

２
～

省

略

２
～

同

上

18

18

施
行
令
第
二
十
五
条
の
二
十
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
確
定
申
告
書
に
添
付
す
る
明

施
行
令
第
二
十
五
条
の
二
十
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
確
定
申
告
書
に
添
付
す
る
明

19

19

細
書
は
、
法
人
税
法
施
行
規
則
別
表
九
㈡
、
別
表
十
一
㈠
、
別
表
十
一
一
の
二
、
別

細
書
は
、
法
人
税
法
施
行
規
則
別
表
九
㈡
、
別
表
十
一
㈠
、
別
表
十
一
一
の
二
、
別

表
十
二
㈨
、
別
表
十
二

、
別
表
十
三
㈠
か
ら
別
表
十
三
㈢
ま
で
、
別
表
十
三
㈤
、

表
十
二
㈩
、
別
表
十
二

、
別
表
十
三
㈠
か
ら
別
表
十
三
㈢
ま
で
、
別
表
十
三
㈤
、

別
表
十
四
㈠
及
び
別
表
十
六
㈠
か
ら
別
表
十
六
㈤
ま
で
に
定
め
る
書
式
に
準
じ
た
書

別
表
十
四
㈠
及
び
別
表
十
六
㈠
か
ら
別
表
十
六
㈤
ま
で
に
定
め
る
書
式
に
準
じ
た
書

式
に
よ
る
明
細
書
と
す
る
。

式
に
よ
る
明
細
書
と
す
る
。

～

省

略

～

同

上

20

39

20

39

（
内
国
法
人
の
外
国
関
係
会
社
に
係
る
所
得
の
課
税
の
特
例
）

（
内
国
法
人
の
外
国
関
係
会
社
に
係
る
所
得
の
課
税
の
特
例
）

第
二
十
二
条
の
十
一

省

略

第
二
十
二
条
の
十
一

同

上

２
～

省

略

２
～

同

上

28

28

施
行
令
第
三
十
九
条
の
十
五
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
確
定
申
告

施
行
令
第
三
十
九
条
の
十
五
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
確
定
申
告

29

29

書
に
添
付
す
る
明
細
書
は
、
法
人
税
法
施
行
規
則
別
表
九
㈡
、
別
表
十
一
㈠
、
別
表

書
に
添
付
す
る
明
細
書
は
、
法
人
税
法
施
行
規
則
別
表
九
㈡
、
別
表
十
一
㈠
、
別
表

十
一
一
の
二
、
別
表
十
二
㈨
、
別
表
十
二

、
別
表
十
三
㈠
か
ら
別
表
十
三
㈢
ま
で

十
一
一
の
二
、
別
表
十
二
㈩
、
別
表
十
二

、
別
表
十
三
㈠
か
ら
別
表
十
三
㈢
ま
で
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、
別
表
十
三
㈤
、
別
表
十
四
㈠
及
び
別
表
十
六
㈠
か
ら
別
表
十
六
㈤
ま
で
に
定
め
る

、
別
表
十
三
㈤
、
別
表
十
四
㈠
及
び
別
表
十
六
㈠
か
ら
別
表
十
六
㈤
ま
で
に
定
め
る

書
式
に
準
じ
た
書
式
に
よ
る
明
細
書
と
す
る
。

書
式
に
準
じ
た
書
式
に
よ
る
明
細
書
と
す
る
。

～

省

略

～

同

上

30

52

30

52

８

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
財
務
省
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
福
島
再
開
投
資
等
準
備
金
）

（
福
島
再
開
投
資
等
準
備
金
）

第
六
条
の
七

省

略

第
六
条
の
七

同

上

２
・
３

省

略

２
・
３

同

上

４

法
第
十
八
条
の
八
第
八
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
法
人
税
法
施
行

４

法
第
十
八
条
の
八
第
八
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
法
人
税
法
施
行

規
則
第
二
十
七
条
の
十
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
の
規
定
に
基
づ

規
則
第
二
十
七
条
の
十
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
の
規
定
に
基
づ

く
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律

く
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律

の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
」
と
、
「
、
別
表
十
三
㈠
」
と
あ
る

の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
」
と
、
「
、
別
表
十
三
㈠
」
と
あ
る

の
は
「
、
別
表
十
二

、
別
表
十
三
㈠
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
に
掲
げ
る
」
と
あ

の
は
「
、
別
表
十
二

、
別
表
十
三
㈠
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
に
掲
げ
る
」
と
あ

る
の
は
「
並
び
に
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例

る
の
は
「
並
び
に
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
財
務
省
令
第
二
十
号
）
第
六
条
の
七
第

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
財
務
省
令
第
二
十
号
）
第
六
条
の
七
第

三
項
第
四
号
（
福
島
再
開
投
資
等
準
備
金
）
に
掲
げ
る
」
と
す
る
。

三
項
第
四
号
（
福
島
再
開
投
資
等
準
備
金
）
に
掲
げ
る
」
と
す
る
。
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